
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
八
号

労
働
者
協
同
組
合
法
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
協
同
組
合

及
び
労
働
者
協
同
組
合
連
合
会
の
適
正
な
運
営
に
資
す
る
た
め
の
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
し
、
令
和
四
年
十
月
一
日
よ
り
適
用
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

労
働
者
協
同
組
合
及
び
労
働
者
協
同
組
合
連
合
会
の
適
正
な
運
営
に
資
す
る
た
め
の
指
針

第
一

趣
旨

こ
の
指
針
は
、
労
働
者
協
同
組
合
法
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
協
同
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
及
び
労
働
者
協
同
組
合
連
合
会
の
適
正
な
運
営

に
資
す
る
た
め
、
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
二

組
合
の
性
質

組
合
は
、
組
合
員
が
出
資
す
る
こ
と
、
各
組
合
員
の
意
見
が
反
映
さ
れ
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
及
び
組
合
員
が
自

ら
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
基
本
原
理
と
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
剰
余
金
の
配
当
に
つ
い
て
、
組
合
員

が
組
合
の
事
業
に
従
事
し
た
程
度
に
応
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
出
資
額
に
応
じ
た
配
当
を
認
め
な

い
非
営
利
の
法
人
で
あ
り
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
事
業
を
通
じ
て
地
域
社
会
に
貢
献
し
地
域
社
会



の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

地
域
社
会
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
に
規
定
す
る
特

定
非
営
利
活
動
法
人
、
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
企
業
組
合
等
の
組
合
以
外
の
法
人
形
態
で
活
動
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
組
合
は
、
こ
れ
ら

の
既
存
の
法
人
制
度
と
共
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
社
会
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
活
動
を
行
お
う
と
す
る
者
の

選
択
肢
を
広
げ
、
こ
う
し
た
活
動
を
一
層
促
進
す
る
意
義
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三

組
合
に
関
す
る
事
項

一

基
本
原
理

組
合
は
、
組
合
員
が
出
資
す
る
こ
と
、
各
組
合
員
の
意
見
が
反
映
さ
れ
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
及
び
組
合
員
が

自
ら
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
い
う
基
本
原
理
に
従
い
、
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

な
お
、
組
合
員
自
ら
が
他
の
組
合
員
と
と
も
に
意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
就
労
の
場
を
創
る
と
い
う
組
合
の
性

格
に
鑑
み
、
各
組
合
員
が
意
見
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
設
け
て
お
り
、
ま
た
、
組
合
の
事
業
に
必
要
な

財
産
的
基
礎
に
つ
い
て
も
組
合
員
自
ら
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
と
の
考
え
に
よ
り
、
組
合
員
に
出
資
を
義
務

付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

事
業
に
関
す
る
事
項

組
合
が
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
業
等

（一）



組
合
は
、
法
第
七
条
第
二
項
及
び
労
働
者
協
同
組
合
法
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
百
九
号
）
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
単
に

（一）

「
労
働
者
派
遣
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
組
合
員
が
出
資

し
、
組
合
員
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
反
映
し
て
組
合
の
事
業
が
行
わ
れ
、
組
合
員
自
ら
が
組
合
の
行
う
事
業
に
従

事
す
る
と
い
う
法
第
三
条
第
一
項
の
組
合
の
基
本
原
理
と
相
反
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
労
働
者
派
遣
事
業
を
行
う
者
を
子
会
社
に
す
る
こ
と
は
、
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
二
項
の

規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
脱
法
的
な
運
用
で
あ
り
、
厳
に
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
組
合
が
行
お
う
と
す
る
事
業
が
行
政
庁
の
認
可
等
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
当
該
認
可
等
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

組
合
員
に
よ
る
組
合
の
行
う
事
業
へ
の
従
事

（二）

組
合
は
、
組
合
の
基
本
原
理
を
踏
ま
え
る
と
、
本
来
、
全
て
の
組
合
員
が
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
難
し
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
こ

と
。

イ

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
組
合
員
の
五
分
の
四
以
上
の
数
の
組
合
員
が
組
合
の
行
う
事
業
に

従
事
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
総
組
合
員
の
五
分
の
一
以
下
の
数
の
組
合
員
が
組



合
の
行
う
事
業
に
従
事
し
な
い
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
育
児
や
介
護
等
の
家
庭
等
の
事
情
に
よ

り
一
時
的
に
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
で
き
な
い
組
合
員
が
引
き
続
き
組
合
員
の
資
格
を
継
続
す
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
。

ロ

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
の
四
分
の
三
以
上
が
組
合
員
で
あ

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
の
四
分
の
一
以
下
が
組

合
員
以
外
で
あ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
業
務
の
繁
忙
期
に
お
け
る
人
手
不
足
に
対
応
す
る
た

め
一
時
的
に
組
合
員
以
外
の
者
が
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
、
出
資
金
を
分
割
し
て
払
い
込
む
者

が
当
該
払
込
み
の
完
了
ま
で
の
間
、
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
等
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
組
合

の
事
業
活
動
に
柔
軟
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
。
な
お
、
組
合
は
、
事
業
を
行
う
に
当
た
り
組
合
員

の
意
見
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
原
理
と
す
る
組
織
で
あ
り
、
臨
時
的
に
組
合
の
行
う
事
業
に
従

事
す
る
者
に
つ
い
て
、
組
合
員
の
資
格
を
与
え
な
い
ま
ま
、
永
続
的
に
事
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
は
想
定
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
。

公
正
な
競
争

（三）

組
合
は
、
組
合
員
に
対
し
、
不
当
に
低
い
賃
金
を
支
払
う
こ
と
等
に
よ
り
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
公
正

な
競
争
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
。

第
四

組
合
員
に
関
す
る
事
項



一

組
合
員
の
性
質

法
第
一
条
に
規
定
す
る
「
組
合
員
自
ら
が
事
業
に
従
事
す
る
」
の
趣
旨
は
、
組
合
員
が
事
業
者
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
組
合
が
事
業
者
で
あ
り
、
個
々
の
組
合
員
は
組
合
と
労
働
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の

事
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

二

組
合
へ
の
加
入

組
合
へ
の
加
入
の
自
由
は
重
要
な
協
同
組
合
の
原
則
の
一
つ
で
あ
り
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
組
合

員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
組
合
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
合
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の

加
入
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
組
合
は
、
当
該
正
当
な
理
由
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、

加
入
の
自
由
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
。

法
第
十
二
条
第
一
項
の
正
当
な
理
由
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
加
入
し
よ
う
と
す
る
者
側
の
理
由
と
し
て
、
加
入

し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
除
名
事
由
に
該
当
す
る
行
為
を
現
に
し
て
い
る
、
当
該

行
為
を
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
み
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
加
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
加
入
の
申
込
前
に
外
部
か

ら
組
合
の
活
動
を
妨
害
し
て
い
た
者
で
あ
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
組
合
側
の
理
由
と
し
て
、
組

合
員
の
数
が
組
合
の
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な
数
を
大
幅
に
超
過
し
て
い
る
等
、
加
入
を
認
め
る
と
組
合
の
円
滑

な
事
業
活
動
や
組
織
運
営
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

三

組
合
員
の
除
名



組
合
は
、
組
合
員
の
除
名
が
組
合
員
た
る
資
格
を
喪
失
さ
せ
る
重
大
な
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
十

分
留
意
し
、
組
合
員
の
除
名
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
除
名
の
対
象
と
な
る
組
合
員
が
法
第
十
五
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
組
合
員
に
該
当
す
る
か
を
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
組
合
員
を
除
名
す
る
場
合
に
は
、
当

該
組
合
員
に
対
し
、
そ
の
旨
を
総
会
の
日
の
十
日
前
ま
で
に
通
知
し
、
か
つ
、
総
会
に
お
い
て
弁
明
の
機
会
を
付

与
し
た
上
で
、
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
総
会
の
特
別
の
議
決
（
総
組
合
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
、
そ
の

議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
）
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。

四

労
働
契
約
の
締
結
等

労
働
契
約
の
締
結
に
係
る
趣
旨

（一）

組
合
は
、
そ
の
事
業
に
従
事
す
る
組
合
員
（
組
合
の
業
務
を
執
行
し
、
又
は
理
事
の
職
務
の
み
を
行
う
組
合

員
及
び
監
事
で
あ
る
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
労
働
者
と
し
て
保
護
す
る
観
点
か

ら
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
員
と
の
間
で
、
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。こ

の
た
め
、
組
合
員
に
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三

十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
等
の
労
働
関
係
法
令

が
基
本
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
具
体
的
な
個
々
の
実

態
に
応
じ
て
、
各
労
働
関
係
法
令
に
定
め
る
労
働
者
に
該
当
す
る
か
否
か
等
が
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ



と
。組

合
員
の
募
集

（二）

組
合
は
、
組
合
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
者
を
募
集
す
る
際
に
、
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四

十
一
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
際
、

組
合
は
、
組
合
員
と
の
間
で
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
明
示
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
。

組
合
員
の
脱
退

（三）

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
員
の
脱
退
は
、
当
該
組
合
員
と
組
合
と
の
間
の
労
働
契
約
を
終

了
さ
せ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
目
的
で
恣
意

的
に
特
定
の
組
合
員
を
脱
退
さ
せ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

理
事
の
職
務
の
み
を
行
う
組
合
員

（四）

理
事
の
職
務
の
み
を
行
う
こ
と
と
し
て
組
合
と
の
間
で
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
理
事
を
理
事
の
職
務

以
外
の
事
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
第
二
十
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
理
事
を
理

事
の
職
務
以
外
の
事
業
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
理
事
と
の
間
で
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
。

五

組
合
員
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
方
策



組
合
の
基
本
原
理
の
一
つ
で
あ
る
「
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
組
合
員
の
意
見
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
こ

と
」
（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
）
を
担
保
す
る
た
め
に
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
に
お
い
て
、
組
合

員
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
方
策
に
関
す
る
規
定
を
組
合
の
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
て
い
る
こ
と
。

こ
の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
は
、
各
組
合
に
お
い
て
、
各
組
合
員
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に
集
約
し
、
ど
の
よ

う
に
組
合
の
事
業
運
営
に
反
映
さ
せ
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
例
え
ば
、
意
見
集
約
の
方
策
と
し
て
は
、
開
催
方
法
、
開
催
時
期
又
は
頻
度
、
最
終
的
な
意
思

統
一
の
方
法
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
会
議
、
意
見
箱
等
を
用
い
た
日
常
的
な
意
見
集
約
等
が
考
え
ら
れ
る
こ

と
。ま

た
、
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
各
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
方
策
の

実
施
の
状
況
及
び
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
通
常
総
会
へ
の
報
告
は
、
各
組
合
員
が
出
し
た
意
見
の
事
業
実
施
へ
の

反
映
状
況
が
全
て
の
組
合
員
に
確
実
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五

設
立
等
に
関
す
る
事
項

一

組
合
に
つ
い
て
は
、
法
定
の
要
件
を
満
た
し
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
（
準
則
主
義
）
が
、
組
合
の
設
立
後
に
法
令
で
定
め
る
方
法
で
届
け
出
る
必
要
が
あ
る
こ

と
。
具
体
的
に
は
、
組
合
は
、
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
設
立
の
登
記
を
し
て
成
立
し
た
日
か
ら
二
週
間

以
内
に
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
を
添
え
て
、
そ
の
旨
並
び
に
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
そ
の
主
た
る
事
務



所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
二
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
る
必
要
が

あ
る
こ
と
。

二

定
款
を
変
更
し
た
と
き
は
、
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
変
更
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、

変
更
に
係
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
る
ほ
か
、
役
員
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
は
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
変
更
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
必

要
が
あ
る
こ
と
。

三

法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
、
通
常
総
会
の
終
了
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
及
び
事
業
報
告
書
並
び

に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
行
政
庁
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

第
六

管
理
に
関
す
る
事
項

一

役
員
の
定
数

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
の
役
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
理
事
は
三
人
以
上
、
監
事
は

（一）
一
人
以
上
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

各
組
合
に
お
け
る
役
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
で
あ
り
、
組
合
自
治
の
下
、
各
組

（二）
合
に
お
い
て
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
組
合
の
事
業
に
全
く
従
事
し
な
い
専
任
理
事
が
組
合
員

の
半
数
を
占
め
る
等
、
極
端
に
多
く
の
組
合
員
を
役
員
に
す
る
こ
と
は
、
当
該
役
員
が
第
四
の
四
の

と
同
様

（四）



に
法
第
二
十
条
に
違
反
し
、
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
な
く
組
合
の
事
業
に
従
事
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た

め
、
総
組
合
員
数
が
少
な
い
組
合
や
組
織
運
営
の
実
情
等
や
む
を
得
な
い
理
由
の
あ
る
組
合
を
除
き
、
役
員
の

定
数
は
総
組
合
員
数
の
一
割
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

二

剰
余
金
の
配
当

賃
金
と
剰
余
金
の
関
係

（一）

賃
金
は
、
労
働
契
約
に
基
づ
く
労
働
の
対
価
で
あ
る
の
に
対
し
、
剰
余
金
は
、
法
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ

り
、
組
合
が
賃
金
等
の
経
費
を
支
払
い
、
損
失
を
補
填
し
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
準
備
金
、
同
条
第
四
項

の
就
労
創
出
等
積
立
金
及
び
同
条
第
五
項
の
教
育
繰
越
金
を
控
除
し
た
後
に
、
組
合
員
が
組
合
の
事
業
に
従
事

し
た
程
度
に
応
じ
て
組
合
員
に
分
配
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
賃
金
の
支
払
い
と
剰
余
金
の
配
当
は
全

く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

ま
た
、
賃
金
を
不
当
に
低
く
抑
え
る
こ
と
で
剰
余
金
を
多
く
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
第
四
の
五
の
組
合
員

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
方
策
等
を
通
じ
て
、
各
組
合
に
お
い
て
、
組
合
員
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
水
準
の
賃

金
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

剰
余
金
の
配
当
に
関
す
る
考
え
方

（二）

剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
定
款
に
記
載
す
る
事
項
と
し

て
組
合
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
剰
余
金
の
配
当
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
配
当
は
、
法
第
七



十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
が
組
合
の
事
業
に
従
事
し
た
程
度
に
応
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
各
組
合
に
お
い
て
組
合
員
の
意
見
を
反
映
し
て
決
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
定
款
に
記
載
す
る
事
項
と
し
て
組
合
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
剰
余
金
の
配
当
が
公
平
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
組
合
の
事
業
に
従
事
し
た
程
度
の
具
体
的

な
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
組
合
の
事
業
に
従
事
し
た
日
数
、
時
間
数
等
が
主
な
考
慮
要
素
と
な
る
ほ
か
、
業
務

の
質
や
責
任
の
軽
重
等
も
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

組
合
員
監
査
会

組
合
員
監
査
会
は
、
組
合
の
基
本
原
理
を
踏
ま
え
、
全
て
の
組
合
員
が
組
合
の
活
動
に
従
事
し
た
い
と
い
う

ニ
ー
ズ
が
あ
る
小
規
模
の
組
合
（
組
合
員
の
総
数
が
二
十
人
を
超
え
な
い
組
合
）
に
お
い
て
、
理
事
や
組
合
の
使

用
人
を
兼
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
監
事
に
代
え
、
理
事
の
活
動
を
理
事
以
外
の
全
て
の
組
合
員
が
監
査
す
る
こ

と
で
、
組
合
の
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
組
合
員
監
査
会
に
よ
る
監
査
が
な
れ
合
い
に
よ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
法
第
五

十
一
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
は
、
監
査
の
結
果
で
あ
る
監
査
報
告
を
一
定
期
間
事
務
所
に
備
え
置
き
、

組
合
の
債
権
者
に
よ
る
閲
覧
等
を
可
能
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。


